
は
じ
め
に

平
安
中
期
の
財
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
う
る
史
料
と
し
て
、
早
く
か
ら
『
平

安
遺
文
』
に
一
一
六
一
号
文
書
と
し
て
収
め
ら
れ
た
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）「
主

税
寮
解
」
す
な
わ
ち
出
雲
国
の
正
税
返
却
帳
が
知
ら
れ
て
き
た
（
以
下
出
雲
国
正

税
返
却
帳
）。
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
各
年
度
の
正
税
の
勘
出
を

記
載
す
る
こ
の
文
書
は
、
律
令
制
下
以
来
の
中
央
と
地
方
の
財
政
構
造
が
崩
壊
し

再
構
成
さ
れ
て
い
く
状
況
を
検
討
す
る
な
か
で
、
多
く
の
論
考
で
と
り
あ
げ
ら
れ

（
１
）

て
き
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
主
と
し
て
『
平
安
遺
文
』
に
依
拠
し
た
記
載
の
利

用
に
と
ど
ま
っ
て
、
史
料
そ
の
も
の
の
基
礎
的
研
究
は
高
橋
崇
氏
以
来
そ
れ
ほ
ど

深
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

筆
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、
こ
の
文
書
が
延
久
二
年
（
一
○
七
〇
）・
三
年
・
四
年
・

承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
お
よ
び
某
年
度
の
同
内
容
の
正
税
返
却
帳
の
断
簡
で
あ

り
、
承
暦
二
年
十
二
月
末
日
付
で
一
括
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
、『
平
安
遺
文
』
は

そ
の
な
か
の
延
久
二
年
帳
を
基
本
に
翻
刻
し
た
も
の
だ
が
署
判
末
尾
な
ど
に
欠
落

（
２
）

が
あ
る
こ
と
、
各
年
度
帳
間
の
字
句
の
脱
落
、
異
同
な
ど
を
指
摘
し
た
。
最
近
で

は
鈴
木
一
見
氏
が
勘
出
の
観
点
か
ら
出
雲
国
正
税
返
却
帳
を
全
面
的
に
と
り
あ
げ

て
分
析
し
、
公
文
勘
会
の
あ
り
方
と
正
税
返
却
帳
の
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
な

（
３
）
ど
、
よ
う
や
く
基
礎
的
な
分
析
が
進
み
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
な
ぜ
正
税
返
却

帳
が
承
暦
二
年
に
な
っ
て
か
ら
承
保
元
年
以
前
の
同
内
容
の
も
の
と
し
て
一
括
し

て
作
成
さ
れ
、
な
ぜ
九
条
家
本
延
喜
式
の
裏
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
の
か
と
い
う
、

こ
の
史
料
の
性
格
を
規
定
す
る
根
本
的
な
問
題
は
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
で
は
こ
の
問
題
の
解
決
を
め
ざ
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
出
雲
国
正

税
返
却
帳
に
関
係
す
る
国
司
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
十
一
世
紀

後
半
の
出
雲
国
司
と
そ
の
在
任
期
間
を
検
討
し
、
つ
い
で
そ
の
な
か
で
も
摂
関
家

家
司
で
出
雲
守
と
な
っ
た
藤
原
行
房
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
出
雲
国
正
税
返

却
帳
の
作
成
さ
れ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

家
司
受
領
藤
原
行
房
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳

＊

大
日
方

克

己

キ
ー
ワ
ー
ド：

受
領
、
藤
原
行
房
、
正
税
返
却
帳
、
出
雲
、
公
文
勘
会

＊
島
根
大
学
法
文
学
部

社
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一

十
一
世
紀
後
半
出
雲
国
司
の
在
任
期
間
の
検
討

（
４
）

平
安
後
期
ま
で
の
各
国
司
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
』
に
補
任
、

見
任
、
遷
任
の
ほ
か
前
任
の
史
料
の
典
拠
が
ほ
ぼ
網
羅
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
見
任
、
前
任
の
史
料
し
か
み
え
な
い
国
司
の
在
任
期
間
は
必
ず
も
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
出
雲
国
正
税
返
却
帳
の
前
後
、
十
一

世
紀
後
半
の
天
喜
年
間
か
ら
承
暦
年
間
ま
で
に
つ
い
て
在
任
期
間
を
検
討
す
る
。

１

補
任
・
任
終
ま
た
は
見
任
の
史
料
が
明
確
な
国
司

①
大
中
臣
頼
宣

後
に
伊
勢
の
祭
主
と
な
る
大
中
臣
頼
宣
が
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、『
祭
主

補
任
集
』
に
よ
る
と
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
正
月
で
あ
る
。
任
終
年
は
不
明
だ

が
、
次
に
史
料
に
み
え
る
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
二
月
か
ら
祭
主
に
補
任
さ
れ

る
前
日
の
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
五
月
二
十
九
日
ま
で
は
前
出
雲
守
と
し
て
み

（
５
）

え
る
。
一
任
四
ヶ
年
と
す
れ
ば
天
喜
四
年
末
か
五
年
初
に
は
任
を
離
れ
た
と
推
測

さ
れ
、
矛
盾
は
し
な
い
。
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
十
一
月
、
大
嘗
会
の
叙
位
で

（
６
）

大
中
臣
頼
宣
は
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
た
が
、「
出
雲
国
未
勘
公
文
」
と
さ
れ
、
離
任

後
も
公
文
を
勘
済
し
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

②
藤
原
章
俊

（
７
）

「
杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧
記
注
進
」
に
よ
る
と
藤
原
章
俊
は
、
康
平
八
年
（
治
暦

元
年
、
一
〇
六
五
）
正
月
に
杵
築
大
社
造
進
の
功
に
よ
り
出
雲
守
を
延
任
と
な
り
、

治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
二
月
六
日
に
得
替
と
な
っ
て
新
司
藤
原
宗
実
に
交
替
し

た
。「

杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧
記
注
進
」
は
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
杵
築
大
社
造

（
８
）

営
に
際
し
て
、
国
衙
の
杵
築
大
社
造
営
記
録
を
編
纂
し
た
も
の
と
さ
れ
、
歴
代
の

国
司
毎
に
記
事
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
前
欠
だ
が
、
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
四

月
十
三
日
・
二
十
一
日
の
立
仮
殿
と
推
測
さ
れ
る
記
事
以
降
が
現
存
し
て
お
り
、

治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
二
月
一
日
の
正
殿
遷
宮
の
直
後
に
藤
原
章
俊
の
得
替
が

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
ま
で
が
守
藤
原
章
俊
の
事
績
と
し
て
の
記
載
だ
と
判

断
さ
れ
る
。

（
９
）

治
暦
度
の
造
営
は
、
康
平
四
年
（
一
〇
六
一
）
十
一
月
こ
ろ
の
顛
倒
か
ら
は
じ

ま
る
。
顛
倒
は
不
慮
の
事
態
で
は
な
く
、
新
た
な
正
殿
造
営
の
た
め
に
意
図
的
に

倒
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
造
営
の
計
画
と
実
施
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ（
１０
）

る
。

「
杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧
記
注
進
」
に
は
、
こ
の
後
の
杵
築
大
社
造
営
と
し
て
守

藤
原
顕
頼
に
よ
る
永
久
度
、
守
藤
原
光
隆
に
よ
る
久
安
度
の
も
の
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
永
久
度
の
造
営
は
藤
原
顕
頼
が
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ（
１１
）

た
直
後
の
天
仁
元
年

（
一
一
〇
八
）
か
二
年
に
「
顛
倒
」
し
て
造
営
作
業
が
開
始
さ
れ
、
顕
頼
が
参
河
守

に
遷
任
し（
１２
）

た
直
後
の
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
六
月
十
八
日
に
造
営
な
っ
た
正
殿

に
遷
宮
し
て
い
る
。
久
安
度
の
造
営
は
、
藤
原
光
隆
が
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ（
１３
）

た
後
の

保
延
七
年
（
永
治
元
年
、
一
一
四
一
）
六
月
七
日
に
「
顛
倒
」
し
て
作
業
が
開
始

さ
れ
、
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
十
一
月
二
十
三
日
に
正
殿
に
遷
宮
し
（
実
際
は

火
災
の
た
め
十
一
月
二
十
五
日
）、
直
後
の
久
安
二
年
十
二
月
二
十
九
日
に
藤
原
光

隆
が
但
馬
守
に
遷
任
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
新
司
が
任
じ
ら
れ
た
直
後
、
正
殿
の

「
顛
倒
」
つ
ま
り
取
り
壊
し
か
ら
造
営
作
業
が
は
じ
ま
り
、
完
成
し
て
遷
宮
す
る
の

と
前
後
し
て
遷
任
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
い
ず
れ
も
延
任
ま
た
は
重
任
さ
れ
て
い

る
の
で
、
受
領
一
代
の
任
中
の
事
業
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か（
１４
）る。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
藤
原
章
俊
も
ま
た
、
出
雲
守
を
延
任
さ
れ
た
康
平
八
年

（
一
〇
六
五
）
正
月
か
ら
一
任
四
ヶ
年
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
康
平
四
年
初
に
出
雲
守
に

任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
に
「
顛
倒
」
か
ら
造
営
作
業
を
開
始
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
章
俊
の
出
雲
守
在
任
期
間
は
康
平
四
年
（
一
〇

六
一
）
初
〜
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
二
月
六
日
と
な
ろ
う
。

③
藤
原
宗
実

藤
原
章
俊
の
次
に
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
宗
実
は
、『
水
左
記
』
に
は
承
暦

元
年
（
一
〇
七
七
）
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
前
出
雲
守
と
み
え（
１５
）
る
。
同
年
八
月

二
十
九
日
に
出
雲
守
藤
原
清
綱
が
任
途
中
で
死
去
し
て
い
る
の
で
、
藤
原
宗
実
は

そ
れ
以
前
に
は
出
雲
守
の
任
を
離
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
『
栄
花
物
語
』
巻
三
九
に
は
、
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
十
二
月
の
斎
宮

�
子
内
親
王
御
禊
の
従
駕
者
と
し
て
、「
小
野
宮
の
中
納
言
（
兼
頼
）
の
御
子
の
出

雲
守
」
が
み
え
る
。
藤
原
宗
実
を
指
し
て
い
る（
１６
）
が
、
こ
の
と
き
の
出
雲
守
は
源
経
仲

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
、「
前
出
雲
守
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

④
藤
原
清
綱

『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
二
十
九
日
条
に
よ
る
と
出
雲
守
藤
原

清（
１７
）綱

が
疱
瘡
で
死
去
し
た
。

藤
原
清
綱
の
前
任
は
安
芸
守
だ
っ
た
の
で
、
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
時
期
を
考

え
る
た
め
に
、
安
芸
守
在
任
期
間
を
検
討
す
る
。
ま
ず
安
芸
守
に
任
じ
ら
れ
た
の

は
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
で
あ
る
（『
魚
魯
愚
抄
』）。
ま
た
延
久
四
年
九
月
十
日

付
「
安
芸
国
符
」
に
「
大
介
藤
原
朝
臣
（
花
押
）」
の
署
判
が
み
え（
１８
）
る
。
こ
の
国
符

は
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
六
月
日
「
藤
原
成
孝
同
範
俊
連
署
寄
進
状
」
に
「
相

伝
譲
文
」
の
一
つ
と
し
て
み
え
る
「
一
枚

同
頼
方
可
二

執
行
一

三
田
郷
国
符
〈
延

久
四
年
九
月
十
日
守
清
綱（
１９
）
判
〉」
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
延
久
四
年
九
月
時
点

で
の
安
芸
守
在
任
が
確
認
で
き
る
。

藤
原
清
綱
の
死
去
五
日
前
の
八
月
二
十
四
日
に
疱
瘡
で
死
去
し
た
安
芸
守
雅（
２０
）
房

が
清
綱
の
後
任
の
安
芸
守
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
二
月
十

七
日
に
陽
明
門
院
判
官
代
に
任
じ
ら
れ
た
因
幡
守
雅（
２１
）
房
と
同
一
人
物
だ
と
す
る
と
、

『
為
房
卿
記
』
延
久
五
年
正
月
三
十
日
条
に
（
姓
欠
）
忠
孝
が
因
幡
守
に
任
じ
ら
れ

た
と
あ
る
の
で
、
雅
房
は
延
久
五
年
初
ま
で
に
因
幡
守
の
任
を
離
れ
て
い
る
。
藤

原
清
綱
は
延
久
四
年
に
安
芸
守
と
し
て
見
任
な
の
で
、
雅
房
が
安
芸
守
に
任
じ
ら

れ
た
の
も
、
清
綱
が
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
も
、
延
久
五
年
以
降
と
な
る
。
藤

原
清
綱
が
出
雲
守
任
期
の
途
中
で
死
去
し
た
と
す
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
任
命

さ
れ
た
の
は
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
以
降
と
な
る
。
仮
に
安
芸
守
を
一
任
四
ヶ
年

つ
と
め
た
と
す
れ
ば
、
承
保
三
年
に
出
雲
守
に
遷
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
藤
原
清
綱
は
承
保
元
年
〜
三
年
の
間
に
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑤
源
経
仲

『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
月
三
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
除
目

で
藤
原
清
綱
死
欠
の
後
任
と
し
て
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
源
経
仲
で
あ
る
。

承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
は
疱
瘡
が
流
行
し
、『
水
左
記
』
で
は
七
月
下
旬
か
ら

九
月
に
か
け
て
受
領
を
含
む
多
く
の
死
者
名
を
記
し
て
い（
２２
）
る
。
こ
う
し
た
欠
国
の
受

領
へ
の
推
挙
を
求
め
て
、
十
月
三
日
の
除
目
を
前
に
上
卿
権
大
納
言
源
俊
房
の
許

へ
も
訪
問
者
が
相
次
い
だ
。
十
月
二
日
に
は
、
伊
賀
守
藤
原
親
房
が
欠
国
申
文
を

持
参
し
、
興
福
寺
塔
・
廻
廊
等
造
営
の
功
に
よ
り
尾
張
国
か
出
雲
国
へ
の
遷
任
を

望
ん
で
い
る
。
源
経
仲
も
除
目
当
日
に
源
俊
房
を
訪
れ
、「
為
二

得
替
公
文
之
第
一
一

、

此
三
箇
年
無
二

其
恩
賞
一

」
と
し
て
受
領
の
任
を
望
ん
だ
。
結
果
と
し
て
源
経
仲
が

上
野
得
替
に
よ
り
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ（
２３
）
た
。
希
望
が
か
な
っ
た
源
経
仲
は
、
五
日
に

源
俊
房
の
許
を
慶
賀
に
訪
れ
て
い
る
（
以
上
『
水
左
記
』）。

源
経
仲
は
早
速
出
雲
国
へ
の
下
向
の
準
備
に
入
っ
た
ら
し
く
、
十
月
九
日
に
は

家
司
受
領
藤
原
行
房
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
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源
俊
房
か
ら
栗
毛
馬
一
疋
が
贈
ら
れ
た
。
し
か
し
源
経
仲
は
十
一
月
十
九
日
、
閏

十
二
月
八
日
と
源
俊
房
を
訪
問
し
て
い
る
の
で
（
以
上
『
水
左
記
』）、
出
雲
国
へ

の
出
立
は
そ
の
後
と
思
わ
れ
る
。

『
夫
木
抄
』
に
は
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
十
一
月
の
こ
と
と
し
て
「
出
雲
守
経

仲
名
所
歌
合
」
の
歌
計
七
首
を
収
め
て
い
る
。
承
保
三
年
は
源
経
仲
が
出
雲
守
に

任
じ
ら
れ
る
前
な
の
で
誤
り
で
あ
る
。
萩
谷
朴
氏
は
、
承
暦
元
年
十
一
月
の
誤
り

で
、
歌
枕
と
し
て
出
雲
山
、
出
雲
川
、
出
雲
の
浦
な
ど
抽
象
的
な
地
名
の
ほ
か
、

伯
耆
国
会
見
郡
の
長
田
ま
で
も
出
雲
国
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
歌
合
は
、

身
内
で
出
雲
守
補
任
を
祝
い
、
ま
だ
見
ぬ
出
雲
へ
の
出
立
を
前
に
催
さ
れ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
て
い（
２４
）

る
。

源
経
仲
の
任
終
は
四
年
後
の
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
で
あ
る
。『
為
房
卿
記
』

永
保
元
年
八
月
二
十
七
日
条
に
五
節
舞
姫
を
献
上
す
る
受
領
と
し
て
「
出
雲

経

仲
」
と
み
え
、『
帥
記
』
十
二
月
二
十
九
日
条
に
は
源
経
仲
の
出
雲
の
公
文
と
大
江

匡
房
の
美
作
の
公
文
が
と
も
に
勘
済
請
印
の
政
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
永
保
二
年

正
月
に
は
新
司
藤
原
兼
平
が
任
じ
ら
れ
て
い（
２５
）

る
。
経
仲
の
受
領
功
過
定
が
行
わ
れ
た

の
は
永
保
三
年
正
月
二
十
九
日
で
、
大
江
匡
房
（
美
作
守
）
ら
と
と
も
に
審
査
さ

れ
た
（『
参
議
要
抄
』
上
）。

こ
こ
ま
で
で
明
ら
か
に
な
っ
た
出
雲
守
と
在
任
期
間
を
示
す
と
図
１
の
よ
う
に

な
る
。

２

前
司
の
史
料
し
か
み
え
な
い
国
司

①
藤
原
明
衡

天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
〜
四
年
に
か
け
て
前
出
雲
守
と
し
て
み
え
る
藤
原
明

（
２６
）

衡
に
つ
い
て
は
、
三
保
忠
夫
氏
が
出
雲
守
在
任
期
間
を
永
承
四
、
五
年
（
一
〇
四

九
、
五
〇
）
こ
ろ
か
ら
天
喜
元
年
以
前
の
間
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し（
２７
）

た
。
つ

け
加
え
る
な
ら
前
述
の
よ
う
に
天
喜
元
年
正
月
に
大
中
臣
頼
宣
が
出
雲
守
に
任
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
、『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
に
収
め
る
藤
原
明
衡
の
「
秋
夜
同
詠
二

華
菊
臨
一レ

水
応
レ

教
和
歌
〈
�
序
〉」
に
「
任
二

雲
州
一

而
秩
罷
」
と
あ
り
、
出
雲
守
を

秩
満
と
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
一
任
四
ヶ
年
を
遡
っ
た
永
承
四
年
に
出
雲
守

に
任
じ
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

②
大
中
臣
親
長

『
国
司
補
任
』
は
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
九
月
条
か

ら
前
出
雲
守
大
中
臣
親
長
を
採
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
御
祭
使
王
正
親
正
信
清

王
。
中
臣
前
出
雲
守
親
長
。
頼
宣
朝
臣
等
也
」（『
群
書
類
従
』
巻
三
）
と
み
え
、

諸
本
と
も
同
じ
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
治
暦
四
年
（
一

〇
六
八
）
十
二
月
条
に
は
「
其
後
（
延
久
元
年
）
二
月
廿
一
日
。
勅
使
参
宮
。
使

王
俊
清
。
中
臣
主
殿
少
允
大
中
臣
親
長
等
也
」
と
あ
る
の
で
、
出
雲
守
在
任
は
そ

れ
以
前
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
延
久
元
年
九
月
条
で
直
近
の
官
職
で

あ
る
主
殿
少
允
で
は
な
く
「
前
出
雲
守
」
と
す
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

祭
使
の
王
と
中
臣
は
各
一
人
が
慣
例
で
あ
る
。
神
道
大
系
本
の
『
太
神
宮
諸
雑
事

記
』
に
従
っ
て
、「
親
長
」
を
衍
字
と
み
て
、
こ
こ
は
「
中
臣
前
出
雲
守
頼
宣
朝
臣

等
也
」
と
し
て
お
き
た
い
。
親
長
を
出
雲
守
ま
た
は
前
出
雲
守
と
す
る
史
料
は
他

に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
大
中
臣
親
長
が
出
雲
守
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み

て
よ
い
。

③
大
中
臣
永
清

『
国
司
補
任
』
は
「（
姓
欠
）
永
清
」
と
す
る
が
、『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇

七
七
）
十
一
月
十
二
日
条
に
「
後
聞
、
此
日
有
二

奉
幣
伊
勢
斎
宮
帰
京
一

由
云
々
。

使
中
臣
前
出
雲
守
永
清
云
々
。
上
左
衛
門
督
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
中
臣
永

清
の
こ
と
で
あ
る
。『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）

二
月
三
日
に
「
散
位
従
五
位
下
大
中
臣
永
清
」
が
神
祗
少
祐
大
中
臣
公
輔
の
代
わ

り
に
造
宮
使
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）
三
月
十
九
日
に
は
「
造

宮
使
神
祗
少
副
元
範
朝
臣
」
と
み
え
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
造
宮
使
の
任
を
離
れ

て
い
る
。
次
に
大
中
臣
永
清
が
み
え
る
の
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
延
久
元
（
一

〇
六
九
）
年
六
月
条
で
、「
祭
使
散
位
大
中
臣
永
清
参
下
」
と
あ
る
。

大
中
臣
永
清
が
出
雲
守
だ
っ
た
の
は
、
散
位
と
さ
れ
て
い
る
史
料
の
み
え
な
い

時
期
で
、
次
の
三
時
期
が
こ
こ
で
は
可
能
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
藤
原
明
衡
以

前
―
永
承
三
年
以
前
、
大
中
臣
頼
宣
と
藤
原
章
俊
の
間
―
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）

〜
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
こ
ろ
（
図
１
α
）、
藤
原
宗
実
と
藤
原
清
綱
の
間
―
延

久
元
年
（
一
〇
六
九
）
六
月
〜
承
保
二
、
三
年
（
一
〇
七
六
）
以
前
（
図
１
β
）。

④
藤
原
行
房

藤
原
行
房
は
、『
水
左
記
』
の
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
二
月
か
ら
閏
十
二
月

に
か
け
て
の
五
ヶ（
２８
）所に
前
出
雲
守
と
し
て
み
え
る
。
出
雲
守
見
任
史
料
は
今
の
と

こ
ろ
見
出
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
前
、
藤
原
行
房
は
『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
三
年

（
一
〇
六
〇
）
七
月
十
九
日
条
に
因
幡
守
と
み
え
、
同
書
康
平
五
年
正
月
二
十
日
条

で
は
前
因
幡
守
と
み
え
る
。
し
た
が
っ
て
藤
原
行
房
が
出
雲
守
だ
っ
た
の
は
因
幡

守
見
任
の
時
期
以
降
、
つ
ま
り
康
平
四
年
こ
ろ
か
ら
承
暦
元
年
十
一
月
ま
で
の
間

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
図
１
β
、
つ
ま
り
藤
原
宗
実
と
藤
原
清
綱
の
間
し
か
な
い
。

藤
原
宗
実
が
一
任
四
ヶ
年
出
雲
守
を
つ
と
め
、
藤
原
清
綱
が
承
保
元
年
〜
三
年
の

間
に
出
雲
守
に
任
じ
ら
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
〜
承
保

元
年
（
一
〇
七
四
）
一
任
四
ヶ
年
か
、
延
任
し
て
承
保
二
年
ま
で
の
五
ヶ
年
が
藤

原
行
房
の
在
任
期
間
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
出
雲
国
正
税
返
却
帳
の
判
明
し
て
い
る
年
度
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
と
す

れ
ば
出
雲
国
正
税
返
却
帳
は
藤
原
行
房
の
在
任
期
間
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
か

と
想
定
で
き
る
。
そ
れ
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
さ
ら
に
、
正
税
返
却
帳
は
ど
の
よ

う
に
作
成
さ
れ
機
能
す
る
も
の
か
、
な
ぜ
承
暦
二
年
十
二
月
末
日
付
で
作
成
さ
れ

た
の
か
、
な
ぜ
紙
背
が
延
喜
式
を
書
写
す
る
料
紙
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
の
か
な

ど
の
問
題
が
、
藤
原
行
房
と
の
関
係
で
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
中
臣
永
清
の
出
雲
守
在
任
時
期
が
藤
原
宗
実
と
藤
原
清
綱

図１ １１世紀後半の出雲守

家
司
受
領
藤
原
行
房
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
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の
間
に
入
る
可
能
性
が
ほ
ぼ
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
章
を
改
め
て
藤
原
行
房
と

そ
の
周
辺
の
状
況
か
ら
検
証
し
て
い
き
た
い
。

二

家
司
受
領
藤
原
行
房
と
そ
の
周
辺

１

摂
関
家
家
司
と
し
て
の
藤
原
行
房

『
尊
卑
分
脉
』
に
よ
る
と
、
藤
原
行
房
は
北
家
良
世
流
藤
原
邦
恒
の
子
で
あ
る
。

母
は
南
家
貞
嗣
流
藤
原
信
理
の
女
、
同
母
兄
に
義
綱
が
い
る
。
康
和
三
年
（
一
一

〇
一
）
に
七
十
四
歳
で
死
去
し（
２９
）

た
こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
、
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）

の
生
ま
れ
と
な
る
。
子
は
、
高
階
経
重
女
と
の
間
に
行
実
、
高
階
業
敏
女
と
の
間

に
邦
宗
、
母
不
明
の
佐
実
と
女
子
二
人
が
確
認
で
き
る
。
女
子
の
う
ち
一
人
は
藤

原
宗
忠
の
妻
に
な
り
、
宗
能
・
宗
成
を
生
ん
で
い
る
。
宗
能
が
生
ま
れ
た
の
が
応

徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
女
が
宗
忠
の
妻
と
な
っ
た
の
は
そ

れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な（
３０
）

る
。
図
２
に
関
係
を
整
理
し
て
示
し
た
。
こ
の
う
ち
邦

恒
、
邦
宗
、
佐
実
、
高
階
業
敏
ら
が
家
司
・
職
事
な
ど
の
摂
関
家
家
政
職
員
だ
っ

た
こ
と
が
明
確（
３１
）

で
、
と
く
に
父
邦
恒
は
、
藤
原
頼
通
の
家
司
を
つ
と
め
、
阿
波
・

備
中
・
讃
岐
・
伊
予
な
ど
の
受
領
を
歴
任
し
、
そ
の
財
力
を
も
っ
て
造
寺
造
仏
を

行
っ
た
典
型
的
な
摂
関
家
家
司
受
領
の
一
人
だ
っ（
３２
）
た
。
舅
高
階
氏
も
一
族
で
多
数

の
摂
関
家
家
司
と
受
領
を
占
め
て
い
た
。

藤
原
行
房
の
官
歴
は
、
二
十
歳
の
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
十
二
月
一
日
に
六

位
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
た
と（
３３
）

き
か
ら
は
じ
ま
る
が
、
同
時
に
父
邦
恒
と
同
様
に
藤
原

頼
通
に
仕
え
は
じ
め
た
ら
し（
３４
）い

。
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
こ
ろ
か
ら
、
藤
原
師

実
の
任
内
大
臣
の
参
内
と
慶
賀
の
前（
３５
）

駈
を
は
じ
め
、
春
日（
３６
）

詣
、
藤
原
頼
通
の
任
太

政
大
臣
大（
３７
）

饗
、
東
北
院
供（
３８
）

養
な
ど
摂
関
家
の
行
事
に
奉
仕
し
て
い
る
姿
が
み
え
は

じ
め
る
。
康
平
五
年
四
月
二
十
二
日
に
藤
原
師
実
が
左
近
衛
大
将
に
任
じ
ら
れ
た

際
、
藤
原
行
房
は
御
随
身
所
別
当
に
任
じ
ら（
３９
）
れ
、
八
月
二
十
九
日
の
関
白
藤
原
頼

通
の
木
幡
詣
で
は
職
事
と
し
て
み
え（
４０
）
る
な
ど
、
正
式
に
摂
関
家
の
家
政
職
員
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

次
に
史
料
に
み
え
る
の
が
前
出
雲
守
と
さ
れ
る
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
以
降

で
あ
る
。『
水
左
記
』
に
た
び
た
び
の
来
訪
が
記
録
さ
れ
、
三
男
佐
実
が
源
俊
房
第

で
元
服
す（
４１
）
る
な
ど
、
源
俊
房
と
の
親
密
な
関
係
も
う
か
が
え
る
が
、
基
本
的
に
は

摂
関
家
家
司
と
し
て
、
藤
原
師
通
の
春
日
祭
奉（
４２
）
幣
や
藤
原
師
実
の
日
吉（
４３
）
詣
、
石
清

水（
４４
）
詣
や
任
太
政
大
臣
大（
４５
）
饗
な
ど
へ
の
奉
仕
を
続
け
て
い
る
。

ま
た
一
方
で
陽
明
門
院
別（
４６
）
当
、
篤
子
内
親
王
家
別
当
に
も
任
じ
ら
れ
て
い（
４７
）
る
。
後

三
条
天
皇
四
女
の
篤
子
内
親
王
は
陽
明
門
院
禎
子
内
親
王
の
養
女
で
も
あ（
４８
）
り
、
陽
明

門
院
が
居
所
と
し
て
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
七
月
に
遷
御
し
た
鴨
院（
４９
）
は
、
も
と
も

と
行
房
が
所
有
し
藤
原
師
実
が
買
得
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い（
５０
）
る
。
藤
原
行
房

は
摂
関
家
と
陽
明
門
院
を
つ
な
ぐ
位
置
に
い
た
と
も
い
え
る
。

寛
治
年
間
以
降
は
『
中
右
記
』
に
藤
原
行
房
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
記
主

藤
原
宗
忠
の
舅
で
そ
の
動
向
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
家
司
の
な
か
に
お

け
る
地
位
も
上
位
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
摂
関
家
の
元

日
拝
礼
、
前
駈
な
ど
で
は
四
位
大
夫
の
筆
頭
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
多（
５１
）
い
。
正

月
臨
時
客
で
は
ほ
ぼ
毎
年
、
家
主
師
実
の
一
献
の
盃
を
行
房
が
進
め
て
い（
５２
）
る
。
寛
治

七
年
（
一
〇
九
三
）
十
月
、
藤
原
師
実
が
関
白
辞
表
を
上
奏
し
勅
答
使
を
高
陽
院

に
迎
え
た
際
に
は
、
藤
原
行
房
が
勅
答
使
の
招
き
入
れ
や
禄
の
取
次
ぎ
を
行
い
、

摂
関
家
吉
書
を
奉
じ
て
い（
５３
）
る
。
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
三
月
、
藤
原
師
実
が
関
白

を
辞
し
、
藤
原
師
通
が
関
白
に
任
じ
ら
れ
た（
５４
）
際
の
、
朱
器
大
盤
渡
の
儀
に
お
い
て

行
房
は
師
実
側
の
家
司
と
し
て
み
え
て
い
る
が
、
同
時
に
師
通
家
の
家
司
に
も
任

じ
ら
れ（
５５
）
た
。
ひ
き
続
き
藤
原
師
通
第
の
臨
時
客
で
も
家
主
一
献
の
盃
を
進
め
て
い

（
５６
）
る
。こ

の
よ
う
に
藤
原
行
房
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
摂
関
家
家
司
を
つ
と
め
、
と
く
に

寛
治
年
間
以
降
は
藤
原
師
実
の
家
司
を
代
表
的
す
る
よ
う
な
一
人
と
し
て
摂
関
家

の
儀
礼
や
饗
宴
な
ど
に
奉
仕
し
て
い
た
姿
が
み
て
と
れ
る
。
し
か
し
同
じ
家
司
で

も
実
務
官
僚
と
し
て
摂
関
家
を
支
え
た
よ
う
な
活
動
の
直
接
的
な
史
料
は
あ
ま
り

み
あ
た
ら
な
い
。

２

受
領
と
し
て
の
藤
原
行
房

藤
原
行
房
は
摂
関
家
家
司
を
つ
と
め
る
と
と
も
に
受
領
を
歴
任
し
た
。
阿
波
守
、

因
幡
守
、
出
雲
守
、
美
濃
守
が
確
認
で
き
る
。
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
在
任
時
期
を
検

討
す
る
。

①
阿
波
守

永
承
年
間
の
『
関
白
家
蔵
人
所
歌
合
』
に
阿
波
守
と
し
て
み
え（
５７
）
る
。『
公
卿
補
任
』

天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
条
に
よ
る
と
、
長
久
五
年
（
寛
徳
元
年
、
一
〇
四
四
）

正
月
か
ら
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
十
一
月
ま
で
高
階
成
章
が
阿
波
守
の
任
に
あ
っ

た
。
高
階
成
章
は
藤
原
行
房
の
舅
高
階
業
敏
の
弟
に
あ
た
り
（
図
２
）、
摂
関
家
と

も
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
永
承
四
年
（
一

〇
四
九
）
〜
七
年
（
一
〇
五
二
）
こ
ろ
が
藤
原
行
房
の
阿
波
守
在
任
期
間
と
思
わ

れ
る
。

②
因
幡
守

『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
七
月
十
七
日
条
に
因
幡
守
と
し
て
み

え
る
が
、
康
平
五
年
正
月
二
十
日
条
で
は
前
因
幡
守
と
さ
れ
る
の
で
、
康
平
四
年

ま
で
に
は
因
幡
守
を
離
れ
て
い
る
。
天
喜
末
年
か
康
平
初
年
頃
か
ら
康
平
三
、
四

年
頃
が
藤
原
行
房
の
因
幡
守
在
任
期
間
と
思
わ
れ
る
。

図２ 藤原行房関係系図
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③
出
雲
守

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
出
雲
守
の
在
任
期
間
は
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
〜

承
保
元
年
（
一
〇
七
四
）
か
二
年
こ
ろ
と
想
定
さ
れ
る
。

④
美
濃
守

『
水
左
記
』
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
九
月
八
日
条
に
よ
る
と
、
そ
の
二
日
前
に

任
国
美
濃
か
ら
上
洛
し
た
藤
原
行
房
が
源
俊
房
を
訪
問
し
て
い
る
。『
為
房
卿
記
』

承
暦
三
年
五
月
十
九
日
条
に
み
え
る
「
美
濃
守
行

鴨
院
」
が
行
房
の
こ
と

だ
と
す
れ
ば
、
承
暦
三
年
五
月
以
前
に
は
美
濃
守
と
な
っ
て
い
た
。

前
任
の
美
濃
守
は
、
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
十
二
月
二
十
八
日
の
官
宣（
５８
）旨に

「
当
任
司
」
と
さ
れ
る
藤
原
定
房
で
あ
る
。『
尊
卑
分
脉
』
に
よ
る
と
藤
原
定
房
は

藤
原
道
兼
の
孫
に
あ
た
り
「
三
乃
両
度
任
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
度
美
濃
守
を
つ

と
め
た
。
最
初
は
天
喜
年
間（
５９
）

で
、
承
保
二
年
こ
ろ
は
二
度
目
と
な
る
。
承
保
二
年
十

二
月
二
十
八
日
の
官
宣
旨
は
、
東
大
寺
領
大
井
・
茜
部
荘
に
つ
い
て
官
使
・
国
司

・
東
大
寺
使
と
も
に
四
至
を
確
認
し
「
押
取
雑
物
等
」
を
本
荘
に
弁
補
す
る
こ
と

を
美
濃
国
に
命
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
の
が
承
保
三
年
二
月

十
四
日
付
の
美
濃
国
司
庁
宣
、
三
月
二
十
六
日
付
の
美
濃
国
符
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
も
「
大
介
藤
原
朝
臣
〈
在
判
〉」
と
あ（
６０
）
り
、
こ
れ
ら
の
大
介
が
藤
原
定
房
を
さ
す

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
十
二
月
二
十
二
日
「
大
宰
大
弐
藤
原
経

平
宅（
６１
）

解
」
に
書
き
加
え
ら
れ
た
十
二
月
二
十
九
日
付
美
濃
国
判
に
み
え
る
「
大
介

藤
原
朝
臣
（
花
押
）」
が
、
藤
原
定
房
か
、
藤
原
行
房
か
は
判
然
と
し
な
い
。
一
旦

保
留
に
し
て
、
次
に
任
終
の
時
期
を
検
討
し
た
い
。

『
後
二
条
師
通
記
』
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
二
月
一
日
条
に
美
濃
守
と
さ
れ
る

が
、『
大
饗
部
類
記
』
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
正
月
二
十
二
日
条
に
「
前
美
濃
守
」

と
み
え
て
以
降
は
、
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
六
月
四
日
に
七
十
四
歳
で
死
去
す

る
（『
中
右
記
目
録
』）
ま
で
一
貫
し
て
前
美
濃
守
と
さ
れ
る
。
嘉
保
三
年
（
応
徳

元
年
、
一
〇
九
六
）
五
月
十
二
日
官
宣
旨
に
は
、「
前
司
公
俊
朝
臣
任
中
、
去
寛
治

元
年
八
月
十
六
日
官
符
云
」
と
あ（
６２
）り、

寛
治
元
年
八
月
ま
で
に
は
高
階
公
俊
が
美
濃

守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
藤
原
行
房
は
遅
く
と
も
寛
治
元
年
八
月
以

前
に
は
美
濃
守
を
離
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
『
為
房
卿
記
』
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
四
月
十
六
日
条
に
は
、
賀

茂
祭
の
斎
王
渡
御
行
列
の
な
か
に
、

典
侍
兼
子
〈
御
乳
母
、
顕
綱
朝
臣
娘
〉
前
駈
六
人
〈
加
賀
守
家
道
、
散
位
有

佐
、
美
乃
守
家
隆
、
尾
張
権
守
敦
俊
、
越
後
権
守
為
隆
、
蔵
人
典
薬
助
隆
忠
〉

と
あ
り
、
美
濃
守
家
隆
の
名
が
み
え
る
。
前
駈
六
人
の
う
ち
家
道
（
家
通
）・
有
佐

は
典
侍
兼
子
と
同
じ
藤
原
顕
綱
の
子
と
さ
れ
る
（『
尊
卑
分
脉
』）。
顕
綱
の
子
、
兼

子
の
兄
弟
が
と
も
に
前
駈
を
つ
と
め
た
と
す
れ
ば
、
家
隆
も
ま
た
『
尊
卑
分
脉
』

に
顕
綱
の
子
で
家
通
・
有
佐
・
兼
子
の
兄
弟
と
し
て
み
え
る
道
経
（
本
名
家
隆
）

の
こ
と
で
あ
り
、
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
と
寛
治
元
年
に
参
河
権
守
と
し
て
み

え
る
藤
原
家（
６３
）隆と

同
一
人
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
隆
を
美
濃
守
と
す
る
史
料

は
他
に
み
あ
た
ら
な
い
。『
為
房
卿
記
』
の
「
美
乃
守
家
隆
」
は
「
参
河
権
守
家
隆
」

の
誤
記
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ（
６４
）

る
。

高
階
公
俊
は
美
濃
守
を
重
任（
６５
）

し
、
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
二
月
二
十
七
日

ま
で
美
濃
守
と
し
て
み
え
る
（『
中
右
記
』
同
日
条
）。
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）

正
月
に
は
新
司
源
義
綱
が
任
じ
ら
れ
た
（『
魚
魯
愚
鈔
』）。
嘉
保
元
年
十
一
月
十
二

日
に
藤
原
（
名
欠
）
が
美
濃
守
と
し
て
み
え
る
が
（『
平
安
遺
文
』
補
二
八
七
）、

同
年
二
月
二
二
日
に
藤
原
家
保
が
美
濃
権
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
（『
除
目
大

間
書
』）、
権
守
と
混
同
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
高
階
公
俊
の
美
濃

守
在
任
は
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
か
ら
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
の
重
任
八
ヶ

年
と
み
て
よ
い
。
以
上
よ
り
藤
原
行
房
の
美
濃
守
在
任
は
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）

か
ら
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
ま
で
の
重
任
八
ヶ
年
の
可
能
性
が
高
く
な
る
。

３

東
大
寺
封
戸
惣
返
抄
と
受
領
の
任
期

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
年
月
日
未
詳
「
東
大
寺
封
戸
文
書
書（
６６
）
上
」
に
み
る
封
物
惣

返
抄
の
発
給
状
況
か
ら
受
領
の
任
期
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
文
書
は
、
東
大

寺
が
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
か
ら
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
ま
で
に
発
給
し
た

二
十
国
の
封
物
返
抄
類
を
ほ
ぼ
発
給
年
月
日
順
、
目
録
状
に
記
載
す
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
ま
ず
封
物
の
一
部
の
納
入
に
対
し
て
仮
返
抄
が
発
給
さ
れ
、
完
済
さ
れ
る

と
惣
返
抄
が
発
給
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
美
濃
国
の
惣
返
抄
部
分
を
抜
粋
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

Ａ

美
濃
国
惣
返
抄
成
之
了

承
暦
二
年
十
二
月
廿
四
日
成
―二

給
行
慶
一

了

Ｂ

美
濃
国
惣
返
抄
成
了
〈
去
承
暦
二
三
四
永
保
元
二
三
応
徳
元
二
�
八
个

年
料
成
了
〉

寛
治
五
年
八
月
廿
九
日

慶
増
都
那
師
労

Ｂ
は
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
か
ら
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
ま
で
八
年
分
が
一

括
し
て
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
八
月
二
十
九
日
付
で
発
給
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
の

対
象
年
度
は
不
明
で
あ
る
が
、
Ｂ
に
承
暦
二
年
度
分
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
承

暦
元
年
以
前
の
あ
る
年
度
分
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
の
対
象
年
度
に
藤
原
行
房
の
在
任
が

推
測
さ
れ
る
期
間
が
含
ま
れ
、
Ａ
・
Ｂ
と
も
に
問
題
の
承
暦
二
年
が
関
わ
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
一
括
発
給
さ
れ
る
惣
返
抄
の
対
象
年
度
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
り
、
受
領
の
任
期
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

数
年
度
分
を
一
括
し
た
惣
返
抄
が
後
年
に
発
給
さ
れ
て
い
る
状
況
は
ほ
ぼ
す
べ

て
の
国
に
共
通
す
る
。
し
か
も
四
年
な
い
し
八
年
分
を
一
括
し
て
い
る
例
が
多
い
。

大
石
直
正
氏
は
国
司
の
任
期
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘
し
た（
６７
）が、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
美
濃
国
以
外
の
す
べ
て

に
つ
い
て
惣
返
抄
の
対
象
年
度
と
国
司
の
任
期
を
対
応
さ
せ
て
み
た
結
果
が
表
１

で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
前
任
者
の
任
終
年
と
後
任
者
の
任
中
の
計
四
年
分
、

ま
た
は
前
任
者
の
任
終
年
と
後
任
者
の
任
中
の
計
八
年
分
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
任
終
後
だ
い
ぶ
た
っ
て
か
ら
前
任
者

の
任
終
一
年
分
を
含
ん
だ
惣
返
抄
が
一
括
し
て
発
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
惣
返
抄
は
受
領
の
任
中
に
納
官
封
家
物
を
皆
済
し
た
こ
と
を
証
す
る

た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
。『
北
山
抄
』
巻
十
「
功
過
定
事
」
に
は
、「
先
披
―二

見
申

文
勘
文
�
二
寮
功
過
勘
文
一

、
令
レ

注
二

請
調
庸
雑
米
惣
返
抄
、
勘
税
帳
・
封
租
抄
帳

之
年
限
〈
合
格
者
注
二

其
由
一

〉
及
年
料
新
委
不
動
種
々
別
功
等
一

」
と
あ
り
、
受
領

功
過
定
の
合
格
に
は
、
調
庸
雑
米
惣
返
抄
、
正
税
帳
な
ど
と
な
ら
ん
で
封
租
抄
帳

の
年
限
が
条
件
と
な
っ
て
い
た
。
封
租
抄
帳
は
封
戸
租
返
抄
の
写
し
で
あ（
６８
）
る
。『
西

宮
記
』
巻
二
除
目
に
は
合
格
の
定
文
の
様
式
が
示
さ
れ
て
お
り
、
税
帳
と
封
租
抄

帳
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。

勘
済
税
帳
何
箇
年
〈
某
年
〉

前
司
任
終
一
年
〈
某
年
〉

当
任
何
年
〈
某
年
〉
合
格
〈
八
年
・
四
年
注
二

合
格
一

過
二

件
等
年
一

及
不
レ

満
二

任
限
一

者
不
レ

注
二

合
格
一

〉

封
租
抄
帳
何
箇
年

封
租
抄
帳
も
税
帳
に
準
じ
て
前
司
任
終
一
年
と
当
任
三
年
以
上
の
計
四
年
以
上
の

家
司
受
領
藤
原
行
房
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳

八

社
会
文
化
論
集

第
四
号

二
〇
〇
七
年
十
二
月

九



勘
済
が
条
件
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
十
二
月
末
に
受

領
功
過
定
に
そ
な
え
て
前
丹
波
守
源
季
房
の
「
公
文
々
書
」
が
政
に
か
け
ら
れ
る

予
定
だ
っ
た
が
、
法
勝
寺
御
封
未
済
の
た
め
政
が
停
止
さ
れ
て
い
る
よ
う（
６９
）

に
、
十

二
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
な
お
封
物
の
返
抄
は
受
領
功
過
定
に
は
必
須
だ
っ
た
。

「
東
大
寺
封
戸
文
書
書
上
」
に
み
え
る
諸
国
の
惣
返
抄
の
発
給
状
況
は
、
前
任
任
終

年
と
当
任
分
と
い
う
受
領
功
過
定
に
お
け
る
税
帳
と
封
租
抄
帳
を
は
じ
め
と
し
た

公
文
勘
済
の
条
件
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

美
濃
国
の
惣
返
抄
Ｂ
が
発
給
さ
れ
た
直
後
の
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
の
九
月

二
十
四
日
、『
為
房
卿
記
』
に
は
「
今
日
、
不
堪
奏
〈
権
弁
〉、
美
濃
前
司
行
房
朝

臣
奏
申
」
と
あ
り
、
藤
原
行
房
の
美
濃
国
不
堪
佃
田
奏
が
奏
上
さ
れ
て
い
る
。
形

骸
化
し
て
実
質
を
失
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
不
堪
佃
田
数
に
基
づ
い
て
田
租
量
が

算
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
不
堪
佃
田
奏
は
租
帳
と
税
帳
の
勘
済
の

た
め
に
必
要
な
申
請
だ
っ（
７０
）
た
。
藤
原
行
房
が
美
濃
守
任
中
分
と
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
惣
返
抄
Ｂ
と
不
堪
佃
田
奏
は
と
も
に
、
こ
の
と
き
藤
原
行
房
が
公
文

勘
済
を
進
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
惣
返
抄
Ｂ
の
対
象
年
度
、
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
は
前
司

藤
原
定
房
任
終
年
分
、
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
〜
応
徳
二
年
分
（
一
〇
八
五
）

が
藤
原
行
房
当
任
七
ヶ
年
分
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
惣
返
抄

Ａ
は
藤
原
定
房
が
承
暦
二
年
の
任
終
に
あ
た
っ
て
承
暦
元
年
以
前
の
任
中
分
と
し

て
発
給
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
承
暦
二
年
十
二
月
二
十
九
日
付
美
濃
国
判

の
大
介
の
署
判
も
、
藤
原
定
房
が
任
終
に
あ
た
っ
て
最
後
に
処
理
し
た
も
の
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
藤
原
行
房
の
美
濃
守
在
任
期
間
は
承
暦
三
年
〜
応
徳

二
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

藤
原
行
房
は
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
六
月
四
日
に
七
十
四
歳
で
死
去
す
る
が

（『
中
右
記
目
録
』）、
受
領
と
し
て
の
経
歴
は
美
濃
守
が
最
後
と
な
っ（
７１
）
た
。

三

出
雲
国
正
税
返
却
帳
の
作
成
、
発
行
と
伝
来

こ
の
よ
う
に
藤
原
行
房
が
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
に
美
濃
守
に
任
じ
ら
れ
た

と
す
る
と
、
出
雲
国
正
税
返
却
帳
が
承
暦
二
年
十
二
月
末
日
付
で
一
括
し
て
作
成

さ
れ
た
事
情
が
説
明
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
正
税
返
却
帳
と
受
領
功
過

定
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
受
領
功
過
定
で
は
前
任
任
終
一
年
と
当
任
分
の
合
計
四
年
分
以

上
の
税
帳
勘
済
が
合
格
に
必
要
だ
っ
た
。
出
雲
国
正
税
返
却
帳
の
年
度
が
前
任
者

任
終
一
年
と
藤
原
行
房
当
任
分
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
、
受
領
功
過
定
の
税
帳
勘
済

の
年
限
に
合
致
す
る
。

本
来
、
延
喜
主
税
式
勘
税
帳
条
の
規
定
で
は
毎
年
国
司
か
ら
太
政
官
に
提
出
さ

れ
た
正
税
帳
が
主
税
寮
に
下
さ
れ
て
勘
会
が
行
わ
れ
る
。
不
備
や
未
填
・
未
納
・

欠
負
が
あ
る
場
合
、
主
税
寮
は
そ
れ
ら
を
書
き
出
し
て
（
勘
出
し
て
）
正
税
帳
を

国
に
返
却
す
る
旨
を
理
由
と
と
も
に
民
部
省
に
上
申
し
、
民
部
省
は
こ
の
解
に
押

署
を
加
え
て
国
に
送
っ
た
。
こ
れ
が
正
税
返
却
帳
で
あ（
７２
）

る
。

九
世
紀
末
以
降
、
未
納
・
未
進
が
増
大
し
正
税
帳
自
体
が
進
め
ら
れ
な
く
な
る

な
か
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
は
、
八
年
以
上
の
正
税
帳
を
勘
済
す
れ
ば
旧
年

欠
未
填
の
た
め
返
却
帳
を
請
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
っ

（
７３
）

た
。
承
平
七
年
（
九
三
七
）
に
は
、
勘
済
す
べ
き
八
年
分
の
う
ち
に
前
司
任
終
一

年
と
当
任
三
年
分
を
含
む
こ
と
と
さ
れ（
７４
）
た
。
そ
し
て
十
世
紀
後
半
以
降
は
、
税
帳
勘

会
は
任
終
年
ま
た
は
得
替
後
に
一
括
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ（
７５
）
た
。

出
雲
国
正
税
返
却
帳
は
延
長
元
年
（
九
二
三
）
か
ら
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）

ま
で
の
一
四
七
年
間
の
う
ち
、
延
長
元
年
か
ら
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
ま
で
断

表１ 東大寺封戸惣返抄と国司の関係 （「東大寺封戸文書書上」『平安遺文』１３３４より）
対象年度に対応する国司（前司・当任の別）
某（前司任終年）／藤原清家（当任）
藤原清家（前司任終年）／小槻祐俊（当任）
不明
藤原経忠（当任）か
藤原経忠（前司任終年）／源師隆（当任）
橘宗孝（当任）か
橘俊綱（当任）
藤原敦家（前司任終年）／高階為家（当任）

藤原定俊（当任）か
藤原定俊（任終年）か
藤原定経か源頼盛（前司任終年）／源家宗（当任）
某（前司任終年）／高階業房（当任）
源義綱（当任）か
某（前司任終年）／源政長（当任）

藤原資清（当任）か

藤原資清（前司任終年）／源公盛（当任）
源公盛（前司任終年）／平時範（当任）
平時範（前司任終年）／清原定俊（当任）
清原定俊（前司任終年）／橘頼里（当任）
橘頼里（任終年）か
源頼仲（当任）
源頼仲（当任）
源頼仲（前司任終年）／高階為章（当任）
高階為章（前司任終年）／藤原国明（当任）
藤原国明（任終年）
藤原顕綱（前司任終年）／藤原顕季（当任）
源顕仲（当任）
高階経成（当任）
藤原仲実（当任）
高階経成（任終年、藤原仲実の前司）
藤原仲実（前司任終年）／藤原師信（当任）
藤原師信（当任）
高階為家（当任）か
藤原経平（前司任終年）か／高階為家（当任）
大江匡房（当任）
大江匡房（前司任終年）か／源清長（当任）
源顕仲（当任）か
藤原通宗（前司任終年）／藤原某（当任）
藤原敦基（前司任終年）／藤原経忠（当任）
某（前司任終年）／小槻孝信（当任）
小槻孝信（前司任終年）／藤原仲実（当任）
藤原仲実（前司任終年）／藤原朝輔（当任）
藤原良綱（前司任終年）／藤原行家（当任）
某（前司任終年）／藤原顕季（当任）
藤原顕季（前司任終年）／藤原顕綱（当任）
藤原敦家（前司任終年）か／藤原顕季（当任）

藤原定綱（前司任終年）／高階為家（当任）

中原師平（当任）
＊ 国司の在任期間は宮崎康充編『国司補任』を参照した。

�は閏１２月、嘉保１＝寛治８。

８年
８年
４年
４年
４年
２年
２年
４年
？
８年
１年
１年
８年
４年
４年
４年

３年

４年
４年
４年
４年
１年
２年
４年
４年
８年
１年
７年
８年
３年
６年
１年
４年
２年
６年
２年
５年
９年
１年
４年
７年
８年
８年
３年
４年
３年
８年
４年

６年

６年

惣返抄の対象年度
承暦３（１０７９）～応徳３（１０８６）
寛治１（１０８７）～嘉保１（１０９４）
永保２（１０８２）～応徳２（１０８５）
応徳３（１０８６）～寛治３（１０８９）
寛治４（１０９０）～寛治７（１０９３）
承保３（１０７６）・承暦１（１０７７）
承暦１（１０７７）・承暦２（１０７８）
寛治２（１０８８）～寛治５（１０９１）
？
承暦２（１０７８）～応徳２（１０８５）
承保２（１０７５）
承保３（１０７６）
承暦１（１０７７）～応徳１（１０８４）
寛治３（１０８９）～寛治６（１０９２）
承保１（１０７４）～承暦１（１０７７）
承保３（１０７６）～承暦３（１０７９）か
延久５（１０７３）
承保２（１０７５）～承保３（１０７６）
承暦１（１０７７）～承暦４（１０８０）
永保１（１０８１）～応徳１（１０８４）
応徳２（１０８５）～寛治２（１０８８）
寛治３（１０８９）～寛治６（１０９２）
寛治７（１０９３）
承保１（１０７４）・承保２（１０７５）
承保３（１０７６）～承暦３（１０７９）
承暦４（１０８０）～応徳１（１０８４）
応徳２（１０８５）～寛治６（１０９２）
寛治７（１０９３）
承暦１（１０７７）～永保３（１０８３）
応徳２（１０８５）～寛治６（１０９２）
承保１（１０７４）～承保３（１０７６）
承暦２（１０７８）～永保３（１０８３）
承暦１（１０７７）
応徳１（１０８４）～寛治１（１０８７）
寛治２（１０８８）・寛治３（１０８９）
承保２（１０７５）～承暦４（１０８０）
承保１（１０７４）・永保１（１０８１）
承保１（１０７４）～承暦２（１０７８）
承暦３（１０７９）～寛治１（１０８７）
承保３（１０７６）
承暦４（１０８０）～永保３（１０８３）
寛治２（１０８８）～嘉保１（１０９４）
承保３（１０７６）～永保３（１０８３）
応徳１（１０８４）～寛治５（１０９１）
寛治６（１０９２）～嘉保１（１０９４）
永保２（１０８２）～応徳２（１０８５）
承保１（１０７４）～承保３（１０７６）
承暦１（１０７７）～応徳１（１０８４）
寛治３（１０８９）～寛治６（１０９２）
永保１（１０８１）～永保２（１０８２）
応徳１（１０８４）～寛治１（１０８７）
承暦２（１０７８）～永保３（１０８３）

惣返抄の日付
寛治２（１０８８）３．６
嘉保１（１０９４）１１．１２
応徳３（１０８６）６．２０
寛治３（１０８９）１２．２６
嘉保１（１０９４）９．２
永保１（１０８１）８．２９
寛治２（１０８８）１２．２７
嘉保１（１０９４）１１．２６
承暦２（１０７８）１２．２４
寛治５（１０９１）８．２９
承保３（１０７５）４．９
承保３（１０７６）１０．１１
応徳２（１０８５）８．５
嘉保１（１０９４）１１．６
承暦３（１０７９）１１．２３
承暦４（１０８０）１１．１６

承暦１（１０７７）�．２０

永保１（１０８１）７．２５
応徳２（１０８５）７．２０
寛治２（１０８８）８．３
寛治７（１０９３）８．１９
嘉保１（１０９４）１１．１２
承暦２（１０７８）９．１７
承暦４（１０８０）７．１９
寛治２（１０８８）１２．２０
嘉保１（１０９４）９．２
嘉保１（１０９４）１１．１２
寛治１（１０８７）８．１６
寛治７（１０９３）２．１０
承暦２（１０７８）８．２９
応徳１（１０８４）４．２８
応徳１（１０８４）５．５
寛治４（１０９０）１２．２６
寛治５（１０９１）１．２１
永保１（１０８１）９．２０
永保２（１０８２）６．２０
永保１（１０８１）３．１６
寛治７（１０９３）８．－
永保１（１０８１）３．１６
応徳２（１０８５）７．２０
嘉保１（１０９４）１１．１２
応徳１（１０８４）１１．６
寛治７（１０９３）１２．２７
嘉保１（１０９４）１１．１２
寛治１（１０８７）７．７
承暦４（１０８０）１２．２５
寛治２（１０８８）３．６
嘉保１（１０９４）９．２

嘉保１（１０９４）１１．２６

応徳１（１０８４）１２．１７

国名
伊賀

駿河

上総
近江

美濃

上野

下野
若狭
越中

越後

丹波

丹後

播磨
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続
的
に
三
一
年
分
の
勘
出
を
記
載
す
る
。
鈴
木
一
見
氏
に
よ
れ
ば
、
税
帳
勘
会
に

あ
た
っ
て
勘
出
の
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
前
任
者
の
欠
を
保
留
し
当
任
分

だ
け
の
勘
済
で
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
出
雲
国
正
税
返
却
帳
は
、

未
填
の
ま
ま
保
留
さ
れ
た
勘
出
の
記
載
が
累
積
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
長
保
五
年
を
最
後
に
勘
出
の
記
載
が
な
く
な
る
の
は
、
当
該
期
の
財
政
破
綻
と

税
帳
勘
会
の
弛
緩
、
形
骸
化
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
形
骸
化
し
た
後
も
正
税
返
却

帳
が
作
成
さ
れ
続
け
た
結
果
で
あ
る
と
さ
れ（
７６
）

る
。

形
骸
化
し
て
も
正
税
返
却
帳
が
作
成
さ
れ
続
け
た
の
は
、
他
の
公
文
と
と
も
に

受
領
の
公
文
勘
会
と
功
過
定
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
百
数
十
年
も
前
か
ら

の
勘
出
が
累
積
し
て
記
載
さ
れ
た
正
税
返
却
帳
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
逆
に

当
任
国
司
に
は
補
填
す
べ
き
欠
が
な
く
勘
済
し
た
こ
と
を
形
式
的
に
は
示
す
と
み

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
出
雲
国
正
税
返
却
帳
冒
頭
の
補
填
す
べ
き
穀
頴
の
欄
が
空

白
に
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
に
よ
れ
ば
、

受
領
功
過
定
で
は
税
帳
の
勘
済
が
審
議
さ
れ
る
が
、
対
象
年
度
は
前
任
者
の
任
終

年
と
当
任
の
各
年
度
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
十
一
世
紀
に
は
、
前
任
者
の
任
終
年
と

当
任
の
各
年
度
の
税
帳
勘
会
を
一
括
し
て
受
け
、
正
税
返
却
帳
を
請
け
取
る
こ
と

が
、
受
領
功
過
定
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

十
二
世
紀
初
頭
で
も
受
領
任
終
時
に
お
け
る
公
文
勘
済
の
請
印
を
得
る
た
め
に

は
、
調
庸
惣
返
抄
と
正
税
返
却
帳
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。『
中

右
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
二
月
二
十
九
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
年
因
幡

守
の
任
終
を
迎
え
た
藤
原
宗
成
（
宗
忠
の
子
）
の
公
文
勘
済
に
お
い（
７７
）

て
、
主
計
寮
が

調
庸
惣
返
抄
を
、
主
税
寮
が
正
税
返
却
帳
を
発
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
八
幡
宮
宝

塔
院
と
千
手
院
の
加
挙
稲
返
抄
の
な
い
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
た
。
藤
原
宗
忠
が
調

べ
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
返
抄
は
放
た
れ
て
い
て
弁
済
使
の
手
落
ち
だ
っ
た
と
し
、

八
幡
宮
宝
塔
院
別
当
ら
の
返
状
も
得
て
、
よ
う
や
く
正
税
返
却
帳
が
発
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
翌
年
正
月
六
日
の
叙
位
儀
以
前
に
正
税
返
却
帳
が
送

ら
れ
て
く
る
こ
と
、
正
税
返
却
帳
の
奧
に
は
元
永
二
年
十
二
月
二
十
九
日
の
日
付

を
附
す
こ
と
、
な
ど
を
主
税
寮
と
の
間
で
と
り
か
わ
し
て
お
り
、「
返
却
帳
奧
皆�

元

永
二
年
十
二
月
廿
九
日
之
由
各
注
入
也
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
正

税
返
却
帳
に
一
括
し
て
同
じ
日
付
が
附
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
鈴
木
一
見
氏
も

指
摘
す
る
よ
う
に
返
抄
の
収
得
と
照
合
が
正
税
返
却
帳
発
行
の
条
件
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ（
７８
）る

。

以
上
か
ら
考
え
れ
ば
、
出
雲
国
正
税
返
却
帳
が
複
数
年
分
を
一
括
し
て
作
成
さ

れ
た
の
は
、
藤
原
行
房
の
税
帳
勘
会
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
を
前
司
任
終
一

年
と
藤
原
行
房
当
任
分
と
み
て
よ
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
年
次

不
明
の
某
年
帳
は
延
久
三
年
帳
前
半
部
分
か
、
延
久
五
年
帳
断
簡
の
い
ず
れ
か
と

み
て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。

で
は
次
に
な
ぜ
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
十
二
月
末
日
付
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
の
受
領
の
任
期
と
受
領
功
過
定
の
関
係
を
検
討
し

た
寺
内
浩
氏
に
よ
る
と
、
遷
任
の
場
合
受
領
功
過
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、

一
旦
受
領
を
辞
め
た
あ
と
は
再
任
す
る
際
に
は
受
領
功
過
定
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
７９
）

る
。
承
暦
三
年
に
藤
原
行
房
が
美
濃
守
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
前
に
前
任
の
出
雲
の
受
領
功
過
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
公
文
を
勘
済
す
る
必
要
が
あ
り
、
承
暦
二
年
十
二
月
末
日
付
け
で
正

税
返
却
帳
が
発
行
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
出
雲
国
正
税
返
却
帳
が
な
ぜ
九
条
家
本
『
延
喜
式
』
巻
九
・
十
の
裏
文

書
と
し
て
残
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
九
条
家
本
『
延
喜
式
』
の
書
写
過

程
に
つ
い
て
は
、
裏
文
書
群
と
の
関
係
か
ら
鹿
内
浩
胤
氏
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
、

十
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
こ
ろ
に
か
け
て
八
時
期
に
わ
た
っ
て
摂
関
家
周
辺
で
書

写
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
過
半
を
占
め
る
巻
一
・
四
・
七
（
甲

本
）・
八
・
十
二
・
十
三
・
十
五
・
十
六
・
二
十
・
二
十
一
・
二
十
九
〜
三
十
二
・

三
十
六
・
三
十
八
・
三
十
九
、
お
よ
び
巻
二
は
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け

て
、
藤
原
頼
通
の
命
で
家
司
に
よ
り
一
括
書
写
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
巻
の
裏
文
書
に
は
清
胤
王
書
状
、
上
野
国
交
替
実
録
帳
、

永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
紀
伊
国
名
草
郡
郡
許
院
収
納
米
帳
・
同
進
未
勘
文
、
天

喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
丹
波
国
高
津
郷
司
解
な
ど
受
領
関
係
文
書
を
多
数
含
み
、

そ
れ
ぞ
れ
上
野
介
藤
原
良
任
、
紀
伊
守
平
定
家
、
丹
波
権
介
中
原
師
平
な
ど
摂
関

家
家
司
で
あ
っ
た
り
頼
通
と
結
び
つ
き
の
強
か
っ
た
り
す
る
人
物
と
関
係
し
て
い

る
。
巻
九
・
十
に
つ
い
て
は
、
一
筆
で
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
筆
跡
が
同
一
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
両
巻
が
同
時
期
、
お
そ
ら
く
十
一
世
紀
末
こ
ろ
に
書
写
さ
れ

た
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い（
８０
）
る
。

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
出
雲
国
正
税
返
却
帳
が
藤
原
行
房
の
出
雲
守

受
領
功
過
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
藤
原
行
房
が
摂
関
家
家
司
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
反
故
に
さ
れ
た
紙
背
を
利
用
し
て
巻
九
・
十
も
摂
関
家
周
辺
周
辺
で
書

写
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
あ
る
い
は
藤
原
師
実
か
師
通
の
命
で
書
写
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
出
雲
国
正
税
返
却
帳
が
摂
関
家
家
司
だ
っ
た
出
雲
守
藤
原
行
房
の
受
領

功
過
の
た
め
に
発
行
さ
れ
通
用
し
た
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
え

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
司
任
終
年
分
（
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
））
と

藤
原
行
房
当
任
分
（
延
久
三
年
〜
承
保
元
年
（
一
〇
七
四
））
の
五
年
分
の
う
ち
で

あ
り
、
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
年
末
の
日
付
が
附
さ
れ
た
こ
の
返
却
帳
の
発
行

に
よ
り
こ
れ
ら
の
税
帳
が
勘
済
さ
れ
、
他
の
公
文
勘
済
と
あ
わ
せ
て
受
領
功
過
定

を
受
け
、
承
暦
三
年
に
美
濃
守
と
し
て
受
領
に
再
任
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
単

な
る
「
儀
礼
の
た
め
の
文（
８１
）
書
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
藤
原
行
房
が
摂
関
家
家
司
だ
っ
た
関
係
で
、
反
故
と
な
っ
た
出
雲
国
正
税

返
却
帳
の
紙
背
が
、
当
時
摂
関
家
で
進
め
ら
れ
て
い
た
延
喜
式
の
書
写
料
紙
と
し

て
再
利
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
が
い
つ
で
、
ど
の
よ
う
な
事
情

で
行
わ
れ
た
の
か
は
、
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
九
条
家

本
『
延
喜
式
』
は
、
他
に
も
上
野
・
紀
伊
・
丹
波
国
な
ど
の
受
領
関
係
文
書
を
は

じ
め
多
く
の
反
故
公
文
書
の
紙
背
を
利
用
し
て
書
写
さ
れ
て
い
る
。
摂
関
家
や
そ

の
周
辺
に
お
け
る
反
故
文
書
を
集
積
し
二
次
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム
と
あ
わ
せ
て
検

討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
出
雲
国
正
税
返
却
帳
の
内
容
、
税
帳
勘
会
お
よ
び
受
領
功
過
定
そ
の

も
の
の
分
析
に
は
踏
み
こ
ま
な
か
っ
た
。
本
稿
で
論
じ
た
史
料
的
性
格
を
ふ
ま
え

今
後
よ
り
深
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
。

註（
１
）
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
虎
尾
俊
哉
「
延
喜
主
税
式
勘
税
帳
条
の
研
究
」

（『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
一
二
、
一
九
五
八
年
）、
高
橋
崇
「
出
雲
国
正
税
返

却
帳
の
基
礎
的
研
究
」（『
東
北
大
学
教
養
部
文
科
紀
要
』
九
、
一
九
六
二
年
）、

村
井
康
彦
「
平
安
中
期
の
官
衙
財
政
」（『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』、
岩

波
書
店
、
一
九
六
五
年
）、
佐
々
木
宗
雄
「
十
〜
十
一
世
紀
の
位
禄
制
と
不
堪

佃
田
制
」（『
日
本
王
朝
国
家
論
』、
名
著
出
版
、
一
九
九
四
年
、
初
出
は
一
九

八
九
年
）、
寺
内
浩
「
大
帳
・
正
税
帳
制
度
の
解
体
」（『
受
領
制
の
研
究
』、
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司
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塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）、
山
下
信
一
郎
「
平
安
時
代
の

給
与
制
と
位
禄
」（『
日
本
歴
史
』
五
八
七
、
一
九
九
七
年
）、
鈴
木
一
見
「
勘

出
の
申
請
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳
―
北
山
抄
の
解
釈
か
ら
み
る
平
安
財
政
史

の
一
考
察

そ
の
三
―
」（
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
社
会
と
史
料
』、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
２
）
大
日
方
克
己
「「
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」
覚
書
」（『
社
会
シ
ス
テ
ム
論
集
』

六
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
３
）
鈴
木
一
見
前
掲
注
（
１
）
論
文
。

（
４
）
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
―
一
九
九
一
年
）

（
５
）『
皇
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
治
暦
五
年
（
延
久
元
年
、
一
〇
六
九
）
九
月
条
に

「
中
臣
前
出
雲
守
頼
宣
」、『
帥
記
』
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
五
月
二
十
九
日

条
に
「
出
雲
前
司
頼
宣
」
と
み
え
る
。

（
６
）『
本
朝
世
紀
』
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
十
一
月
十
八
日
条
。

（
７
）
北
島
家
文
書
、『
大
社
町
史
』
史
料
編
古
代
・
中
世
二
三
五
、『
鎌
倉
遺
文
』

七
〇
一
七
。

（
８
）『
大
社
町
史
』
上
巻
第
三
章
（
執
筆
井
上
寛
司
）、
一
九
九
一
年
。

（
９
）『
百
錬
抄
』
康
平
四
年
（
一
〇
六
一
）
十
一
月
二
十
九
日
条
に
「
出
雲
国
杵

築
社
顛
倒
」
と
あ
り
、
同
五
年
二
月
十
二
日
条
「
諸
卿
定
―二

申
出
雲
大
社
顛

倒
�
吉
備
津
宮
焼
亡
事
一

」
と
あ
る
。

（
１０
）
山
岸
常
人
「
中
世
杵
築
大
社
本
殿
造
営
の
実
態
と
背
景
」（『
仏
教
芸
術
』
二

七
八
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
１１
）『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
正
月
二
十
四
日
条
。

（
１２
）『
中
右
記
』
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
十
二
月
十
四
日
条

（
１３
）『
公
卿
補
任
』
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
藤
原
光
隆
尻
付
は
出
雲
守
任
命
を

保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
十
二
月
二
十
九
日
と
し
、「
杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧

記
注
進
」
は
保
延
五
年
十
二
月
と
す
る
。

（
１４
）
佐
古
愛
己
「
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
受
領
成
功
と
貴
族
社
会
」（『
立
命
館

文
学
』
五
九
四
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、
こ
れ
ら
の
重
任
を
受
領
成
功
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。

（
１５
）『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
月
十
五
日
条
、
十
一
月
九
日
条
、

十
二
月
十
日
条
。

（
１６
）『
尊
卑
分
脉
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
宗
実
は
道
長
二
男
頼
宗
の
子
兼
頼
の
子
と

し
て
み
え
る
。
ま
た
兼
頼
に
つ
い
て
は
「
号
二

小
野
宮
中
納
言
一

」
と
記
さ
れ

る
。

（
１７
）『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
二
十
九
日
条
お
よ
び
『
尊
卑
分

脉
』
に
よ
れ
ば
藤
原
公
成
の
養
子
で
実
父
は
大
江
定
経
で
あ
る
。
な
お
『
水

左
記
』
に
は
右
衛
門
佐
藤
原
清
綱
と
い
う
人
物
も
み
え
る
が
、
八
月
二
十
九

日
以
降
に
も
頻
見
す
る
の
で
、
出
雲
守
藤
原
清
綱
と
は
別
人
で
あ
る
。
こ
ち

ら
は
『
尊
卑
分
脉
』
に
よ
れ
ば
良
門
流
藤
原
頼
成
の
子
で
あ
る
。

（
１８
）
厳
島
文
書
、『
広
島
県
史

古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』
新
出
厳
島
文
書
五
、『
平

安
遺
文
』
一
〇
八
四
。

（
１９
）
厳
島
文
書
、『
広
島
県
史

古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』
浅
野
忠
充
氏
旧
蔵
厳
島

文
書
一
、『
平
安
遺
文
』
二
四
一
〇
。

（
２０
）『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
八
月
二
十
四
日
条
。

（
２１
）『
院
号
部
類
』、『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
四
。

（
２２
）『
水
左
記
』
に
よ
る
と
出
雲
守
藤
原
清
綱
・
安
芸
守
源
雅
房
の
ほ
か
、
た
と

え
ば
八
月
二
十
二
日
に
は
石
見
守
藤
原
国
房
が
出
家
し
（
ま
も
な
く
死
去

か
）、
九
月
十
三
日
に
は
但
馬
守
源
高
房
が
死
去
し
て
い
る
。

（
２３
）
そ
の
ほ
か
た
と
え
ば
左
中
弁
藤
原
隆
方
が
但
馬
守
に
、
源
致
通
が
石
見
守
に
、

散
位
源
俊
輔
が
安
芸
守
に
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
２４
）
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
四
巻
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
六
年
、
初

版
一
九
六
〇
年
）。

（
２５
）『
公
卿
補
任
』
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
中
納
言
藤
原
経
季
の
項
に
「
正
月

廿
一
日
辞
職
。
以
二

男
従
四
下
兼
平
一

申
―二

任
出
雲
守
一

」
と
あ
る
。

（
２６
）『
御
産
部
類
記

下
』
巻
十
七
は
、
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
六
月
二
十
日

に
誕
生
し
た
貞
仁
親
王
（
白
河
院
）
の
浴
殿
読
書
役
に
前
出
雲
守
藤
原
明
衡

が
任
じ
ら
れ
た
と
し
、『
中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
』
巻
七
に
は
、
天
喜
三
年

三
月
三
日
に
勧
学
院
に
お
い
て
詠
じ
ら
れ
た
前
出
雲
守
明
衡
の
一
首
が
み
え

る
。
ま
た
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
六
康
和
六
年
（
長
治
元
年
、
一
一
〇
四
）
正

月
二
十
六
日
藤
原
敦
基
奏
状
に
よ
る
と
、
天
喜
四
年
に
出
雲
国
公
文
未
勘
の

ま
ま
藤
原
明
衡
は
式
部
大
輔
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
る
。

（
２７
）
三
保
忠
夫
「
藤
原
明
衡
」（『
藤
原
明
衡
と
雲
州
往
来
』、
笠
間
書
院
、
二
〇

〇
六
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）。

（
２８
）『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
二
月
十
一
日
・
十
二
月
十
四
日
条
、

閏
十
二
月
七
日
条
、
閏
十
二
月
十
日
条
、
閏
十
二
月
十
九
日
条
。

（
２９
）『
中
右
記
目
録
』
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
六
月
四
日
条
。

（
３０
）
戸
田
芳
実
『
中
右
記
―
躍
動
す
る
院
政
時
代
の
群
像
』（
そ
し
え
て
、
一
九

七
九
年
）。

（
３１
）
柴
田
房
子
「
家
司
受
領
」（『
史
窓
』
二
八
、
一
九
七
〇
年
）、
寺
内
浩
「
院

政
期
に
お
け
る
家
司
受
領
と
院
司
受
領
」（
前
掲
注
（
１
）
著
書
所
収
、
所
出

一
九
九
八
年
）
お
よ
び
同
「
受
領
考
課
制
度
の
変
容
」（
前
掲
注
（
１
）
著
書

所
収
、
所
出
一
九
九
七
年
）。

（
３２
）
た
と
え
ば
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
六
月
八
日
の
小
除
目
で
は
、
非
法
に
よ

り
罷
免
さ
れ
た
讃
岐
守
の
後
任
に
は
良
吏
を
選
ん
で
復
興
に
あ
た
る
べ
き
だ

と
し
て
、
後
朱
雀
天
皇
は
源
為
善
を
任
じ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
関
白
藤
原

頼
通
が
強
引
に
藤
原
邦
恒
を
讃
岐
守
に
し
て
し
ま
っ
た
と
、『
春
記
』
同
日
条

は
そ
の
強
引
さ
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
右
京
西
院
の
藤
原
邦
恒
居
所
に
建

立
さ
れ
た
邦
恒
堂
の
丈
六
阿
弥
陀
如
来
像
は
定
朝
の
作
で
「
天
下
以
レ

是
為
二

仏
本
様
一

」
と
評
さ
れ
る
（『
長
秋
記
』
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
六
月
十
日

条
）
一
方
、
屋
舎
に
つ
い
て
『
春
記
』
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
五
月
三
日

条
で
は
、「
荘
厳
尤
可
レ

謂
二

過
差
一

也
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
３３
）『
朝
野
群
載
』
巻
五
、
永
承
二
年
（
一
〇
四
七
）
十
二
月
一
日
「
蔵
人
所
等

第
勘
文
」
に
「
蔭
子
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
行
房
」
と
み
え
る
。

（
３４
）
永
承
四
年
（
一
〇
四
九
）
か
ら
七
年
の
間
の
九
月
十
九
日
に
藤
原
頼
通
に
よ
っ

て
催
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
『
関
白
家
蔵
人
所
歌
合
』
に
、
六
番
右
方
で

「
阿
波
守
藤
行
房
」
の
和
歌
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌

合
大
成
』
第
四
巻
（
前
掲
註
（
２４
）
著
書
）
参
照
。

（
３５
）『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
七
月
十
七
日
条
・
十
九
日
条
。

こ
の
と
き
藤
原
行
房
は
因
幡
守
で
あ
る
。

（
３６
）『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
正
月
十
三
日
条
。
内
大
臣
藤
原

師
実
の
春
日
詣
定
に
お
い
て
、
藤
原
行
房
は
二
月
五
日
夕
・
七
日
朝
の
饗
の

行
事
に
定
め
ら
れ
た
。

（
３７
）『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
正
月
二
十
日
条
。

（
３８
）『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
四
年
（
一
〇
六
一
）
七
月
二
十
一
日
条
。
父
藤
原
邦

恒
が
堂
荘
厳
の
行
事
を
つ
と
め
、
藤
原
行
房
は
掃
除
を
つ
と
め
て
い
る
。

（
３９
）『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
四
月
二
十
五
日
条
。

家
司
受
領
藤
原
行
房
と
出
雲
国
正
税
返
却
帳

一
四

社
会
文
化
論
集

第
四
号

二
〇
〇
七
年
十
二
月

一
五



（
４０
）『
定
家
朝
臣
記
』
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
八
月
二
十
九
日
条
。

（
４１
）『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一
〇
七
七
）
十
二
月
十
四
日
条
。「
前
出
出
雲
守
行

房
朝
臣
三
男
童
」
と
し
か
記
し
て
い
な
い
が
、『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇

九
七
）
正
月
十
四
日
条
に
よ
り
そ
れ
が
佐
実
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
理
髪

を
皇
后
宮
亮
藤
原
定
兼
、
加
冠
を
参
議
藤
原
宗
俊
が
つ
と
め
た
。

（
４２
）『
後
二
条
師
通
記
』
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
二
月
一
日
条
。

（
４３
）『
後
二
条
師
通
記
』
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
九
月
二
十
五
日
条
。

（
４４
）『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
三
月
二
十
六
日
条
。

（
４５
）『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
十
二
月
十
四
日
条

（
４６
）
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
十
二
月
「
陽
明
門
院
庁
下
文
案
」（
東
大
寺
文
書

四
‐
一
、『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
十
八

東
大
寺
文
書
之
十
（
東
大
寺

図
書
館
架
蔵
文
書
之
五
）』
四
、『
平
安
遺
文
』
一
一
九
八
）。

（
４７
）『
為
房
卿
記
』
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
月
九
日
条
。

（
４８
）『
中
右
記
』
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
月
二
十
五
日
条
。

（
４９
）『
中
右
記
』
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
七
月
三
日
条
。

（
５０
）『
為
房
卿
記
』
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
五
月
十
九
日
条
、『
平
安
時
代
史
事

典
』「
鴨
院
」
の
項
。

（
５１
）
元
日
の
摂
関
家
拝
礼
と
し
て
は
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
正
月

一
日
条
、
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
正
月
一
日
条
な
ど
に
み
え
る
。
藤
原
忠

実
の
任
中
納
言
慶
賀
の
前
駈
と
し
て
は
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）

正
月
二
六
日
条
。

（
５２
）『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
正
月
二
日
条
、
嘉
保
二
年
（
一
〇
九

五
）
正
月
三
日
条
、
永
長
元
（
一
〇
九
六
）
年
正
月
三
日
条
な
ど
。

（
５３
）『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
月
十
日
条
。

（
５４
）『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
三
月
九
日
条
。

（
５５
）『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
三
月
十
一
日
条
。
ま
た
『
朝
野
群
載
』

巻
七
、
嘉
保
三
年
（
永
長
元
年
、
一
〇
九
六
）
十
月
二
十
七
日
「
関
白
内
大

臣
家
符
」
に
は
別
当
前
美
濃
守
藤
原
朝
臣
と
し
て
行
房
の
署
判
が
あ
っ
た
こ

と
が
み
え
る
。

（
５６
）『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
正
月
三
日
条
、
永
長
元
年
（
一
〇
九

六
）
正
月
三
日
条
。

（
５７
）
註
（
３４
）
参
照
。

（
５８
）
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
十
二
月
二
十
八
日
「
官
宣
旨
案
」（
内
閣
文
庫
所

蔵
美
濃
国
古
文
書
、『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
十
八

東
大
寺
文
書
之
五

（
内
閣
文
庫
所
蔵
東
大
寺
文
書
）』〈
以
下
『
東
大
寺
文
書
五
』〉
九
八
‐
四
、

『
平
安
遺
文
』
一
一
二
二
）。

（
５９
）
天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
十
月
十
日
「
美
濃
国
司
官
宣
旨
請
文
案
」（
東
南

院
文
書
七
‐
六
、『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
十
八

東
大
寺
文
書
之
三

（
東
南
院
文
書
之
三
）』
八
三
二
‐
二
、
内
閣
文
庫
所
蔵
美
濃
国
古
文
書
、『
東

大
寺
文
書
五
』
九
九
‐
三
一
、『
平
安
遺
文
』
八
六
五
）、『
平
定
家
朝
臣
記
』

天
喜
五
年
十
一
月
十
七
日
条
な
ど
。

（
６０
）
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
二
月
十
四
日
「
美
濃
国
国
司
庁
宣
案
」（
内
閣
文

庫
所
蔵
美
濃
国
古
文
書
、『
東
大
寺
文
書
五
』
九
八
‐
五
、『
平
安
遺
文
』
一

一
二
七
）、
承
保
三
年
三
月
二
十
六
日
「
美
濃
国
符
案
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
美

濃
国
古
文
書
、『
東
大
寺
文
書
五
』
九
八
‐
七
、『
平
安
遺
文
』
一
一
二
九
）。

（
６１
）
石
清
水
田
中
家
文
書
、『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
四

石
清
水
文
書
之

一
』
一
四
九
、『
平
安
遺
文
』
一
一
六
〇
。

（
６２
）
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
五
月
十
二
日
「
官
宣
旨
案
」（
内
閣
文
庫
所
蔵
美

濃
国
古
文
書
、『
東
大
寺
文
書
五
』
九
八
‐
一
、『
平
安
遺
文
』
一
三
五
三
）。

（
６３
）
応
徳
三
年
（
一
○
八
六
）
正
月
二
十
六
日
「
参
河
権
守
藤
原
家
隆
申
文
」（
御

堂
摂
政
別
記
裏
文
書
、『
平
安
遺
文
』
四
六
五
三
）。
ま
た
『
親
王
御
元
服
部

類
記
』
輔
仁
親
王
条
所
引
『
江
記
』
寛
治
元
年
（
一
○
八
七
）
六
月
二
日
条

に
「
顕
綱
子
参
川
権
守
家
隆
」
と
み
え
る
。

（
６４
）
槙
野
廣
造
編
『
平
安
人
名
辞
典
―
康
平
三
年
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）

は
、『
帥
記
』
永
保
元
年
（
一
○
八
一
）
十
一
月
二
日
条
に
新
蔵
人
中
宮
少

進
、『
中
右
記
』『
為
房
卿
記
』
寛
治
五
年
（
一
○
九
一
）
十
月
十
五
日
条
に

中
務
少
輔
な
ど
と
み
え
る
家
隆
を
美
濃
守
家
隆
に
あ
て
、
顕
綱
子
の
参
河
権

守
家
隆
と
は
別
人
と
す
る
。
参
河
権
守
と
美
濃
守
の
時
期
の
重
な
る
こ
と
が

根
拠
と
思
わ
れ
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
解
し
、
ま
た
後
論
す
る
東
大
寺
美
濃

国
封
物
惣
返
抄
の
発
給
状
況
、
不
堪
佃
田
奏
な
ど
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、

『
為
房
卿
記
』
の
誤
記
で
、
藤
原
行
房
か
ら
高
階
公
俊
へ
美
濃
守
が
交
代
し
た

と
み
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
当
該
部
分
は
現
存
写
本
間
に
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
。

（
６５
）『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
閏
正
月
十
六
日
条
に
「
今
朝
正
四
位

下
行
中
宮
亮
高
階
朝
臣
公
俊
卒
去
、（
中
略
）
経
二

能
登
一
任
・
美
濃
重
任
一

、

依
レ

有
二

当
縁
一

補
二

当
時
中
宮
亮
一

也
」
と
あ
る
。

（
６６
）
東
大
寺
文
書
四
‐
六
五
・
八
五
、『
平
安
遺
文
』
一
三
三
四
。
こ
の
文
書
は
、

十
一
世
紀
後
半
に
お
け
る
納
官
封
家
済
物
の
納
入
状
況
を
示
す
史
料
と
し
て
、

封
戸
制
の
実
態
や
崩
壊
と
か
か
わ
っ
て
多
く
の
研
究
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き

た
。
た
と
え
ば
大
石
直
正
「
平
安
時
代
後
期
の
徴
税
機
構
と
荘
園
制
」（『
東

北
学
院
大
学
論
集

歴
史
学
・
地
理
学
』
一
、
一
九
七
〇
年
）、
勝
山
清
次

「
平
安
時
代
後
期
の
封
戸
制
」（『
中
世
年
貢
制
成
立
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一

九
九
五
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）、
守
田
逸
人
「
院
政
期
の
有
封
寺
社
と
国

家
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
二
五
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

（
６７
）
大
石
直
正
前
掲
注
（
６６
）
論
文
。

（
６８
）
阿
部
猛
編
『
北
山
抄
註
解

巻
十
吏
途
指
南
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六

年
）。

（
６９
）『
殿
暦
』
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
十
二
月
二
十
五
日
条
。

（
７０
）
鈴
木
一
見
「
不
堪
佃
田
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
北
山
抄
の
解
釈
か
ら
み
る
平

安
財
政
史
の
一
考
察

そ
の
二
―
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
八
、
一
九
九

九
年
）。

（
７１
）『
中
右
記
』
に
よ
る
と
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
六
月
四
日
に
一
周
忌
、
天

仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
六
月
四
日
に
七
周
忌
の
小
仏
事
が
修
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
「
故
前
濃
州
」
と
記
さ
れ
、『
本
朝
世
紀
』
康
和
五
年
（
一
一
〇

三
）
八
月
十
四
日
条
に
、
こ
の
日
死
去
し
た
藤
原
行
実
が
「
前
美
濃
守
正
四

位
下
藤
原
朝
臣
行
房
第
一
子
」
と
記
さ
れ
る
な
ど
、
一
貫
し
て
前
美
濃
守
と

さ
れ
て
い
る
。

（
７２
）
延
喜
主
税
式
勘
税
帳
条
に
つ
い
て
は
、
虎
尾
俊
哉
前
掲
註
（
１
）
論
文
、
同

「
延
喜
主
税
式
諸
国
出
挙
本
稲
条
の
研
究
」（『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
一
九
・

二
〇
、
一
九
五
九
年
）、
梅
村
喬
「
勘
会
制
の
変
質
と
解
由
制
の
展
開
」（『
日

本
古
代
財
政
組
織
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
七
四

年
）、
岡
田
利
文
「
弘
仁
主
税
式
勘
税
帳
条
の
成
立
」（『
関
晃
先
生
還
暦
記
念

日
本
古
代
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）、
山
里
純
一
「
税
帳
勘

会
制
と
そ
の
実
態
」（『
律
令
地
方
財
政
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

一
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

（
７３
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
諸
使
�
公
文
事
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
九
月
二
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十
九
日
太
政
官
符
。

（
７４
）『
政
事
要
略
』
巻
五
十
七
交
替
雑
事
、
承
平
七
年
（
九
三
七
）
五
月
五
日
太

政
官
符
。

（
７５
）
寺
内
浩
「
大
帳
・
正
税
帳
制
度
の
解
体
」（
前
掲
註
（
１
）
著
書
、
初
出
一

九
九
四
年
）。

（
７６
）
鈴
木
一
見
前
掲
注
（
１
）
論
文
。

（
７７
）
藤
原
宗
成
は
、
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
七
月
二
十
九
日
の
小
除
目
で
、
同

年
五
月
二
十
八
日
に
急
逝
し
た
藤
原
長
隆
の
後
を
う
け
て
、
因
幡
守
に
任
じ

ら
れ
た
（『
中
右
記
』
天
永
二
年
五
月
二
十
八
日
条
、
七
月
二
十
九
日
条
）。

ま
た
『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
六
諸
国
公
文
に
は
、
後
司
藤
原
時
通
に
よ
り
発

給
さ
れ
た
前
司
藤
原
宗
成
の
元
永
三
年
（
保
安
元
年
、
一
一
二
〇
）
十
一
月

九
日
付
「
不
与
解
由
」
と
同
年
十
一
月
二
十
二
日
付
「
已
分
解
由
」
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。

（
７８
）
鈴
木
一
見
前
掲
注
（
１
）
論
文
。

（
７９
）
寺
内
浩
「
受
領
功
課
制
度
の
解
体
」（
前
掲
註
（
１
）
著
書
、
初
出
一
九
九

七
）。

（
８０
）
鹿
内
浩
胤
「
九
条
家
本
『
延
喜
式
』
覚
書
」（『
書
陵
部
紀
要
』
五
二
、
二
〇

〇
一
年
）。

（
８１
）
田
中
稔
「
儀
礼
の
た
め
に
作
ら
れ
た
文
書
」（『
中
世
史
料
論
考
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）、
鹿
内
浩
胤
前
掲
注
（
８０
）
論
文
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
〜
〇
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「「
出
雲
国
正
税
返
却
帳
」
を
中
心
に
し
た
平
安
時
代

中
期
財
政
と
公
文
勘
会
の
研
究
」（
代
表
者
大
日
方
克
己
、
課
題
番
号
一
七

五
二
〇
四
二
九
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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